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繩
迦
自
身
の
心
境
に
は
、
伽
毘
雑
城
の
榮
華
を
す
ら
総
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
財
蛍
に
鮒
す
る
思
索
の
叶
叩
を
求
め
る

の
は
げ
波
か
も
し
れ
な
い
が
、
樺
迦
以
後
に
於
け
る
羅
尊
の
子
弟
等
を
中
心
と
す
る
教
剛
の
發
生
と
共
に
此
は
必
然
的

に
老
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
問
題
と
な
っ
た
。
問
題
の
根
本
は
此
虚
か
ら
出
發
す
る
の
で
あ
る
が
、
財
旋
に
對

す
る
思
索
の
問
題
は
遥
か
に
進
展
複
雑
化
し
て
、
時
代
の
必
然
に
順
雌
し
て
商
利
撰
に
棚
す
る
態
度
決
定
と
ま
で
な
る

本
邦
佛
寺
の
高
利
礎
徴
刈
認
奔
の
根
推
に
つ
い
て
‐
九
九

本
邦
佛
寺
の
高
利
貸
徴
利
認
容
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問
題
の
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期
佛
敦
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寺
院
財
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－
１

本
邦
佛
寺
の
高
利
岱
微
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
一
○
○

の
で
あ
る
。
か
く
て
急
岬
直
下
し
て
此
虚
に
今
問
題
と
し
て
ゐ
る
命
題
の
榎
心
を
披
瀝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
我

盈
は
既
に
幾
多
の
文
献
を
通
じ
て
八
、
九
仙
紀
時
代
以
後
に
於
け
る
西
幟
キ
リ
ス
ト
激
命
に
於
け
る
商
利
熾
利
子
微
收

の
非
認
と
禁
令
と
を
見
、
而
も
之
が
教
称
の
勢
力
の
進
展
と
共
に
価
裕
一
般
の
高
利
震
共
の
も
の
を
も
一
柿
の
罪
悪
と

腿
ろ
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
之
は
と
に
か
く
に
根
本
聖
典
た
る
哲
新
の
聖
諜
に
ま
で
共
の
教
理
的
根
搬
を

求
め
、
更
に
之
を
一
段
と
彩
色
し
て
、
絶
對
的
蕊
令
と
な
し
て
，
淵
時
の
經
濟
状
態
が
如
何
で
あ
ら
う
と
、
祇
秤
經
濟

の
進
展
し
行
く
方
向
が
那
邊
に
あ
ら
う
と
、
遮
二
雌
二
に
振
り
か
ざ
し
て
、
突
進
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
術
も
之
に
背

く
も
の
は
、
聖
評
の
禁
を
破
り
、
宗
教
向
識
及
禁
令
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
、
宗
教
的
制
裁
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ

●

た
。
今
二
一
其
の
文
献
を
見
る
に
、
高
橋
誠
一
郎
氏
「
經
濟
學
前
史
」
（
改
造
耐
經
濟
學
全
集
）
及
打
村
鑑
三
氏
著

「
中
価
識
命
法
的
微
利
論
考
」
等
に
よ
る
と
七
八
九
年
か
ら
八
五
○
年
に
至
為
ま
で
の
諦
術
念
法
規
に
「
細
て
の
人
は

悉
く
皆
何
物
と
雌
も
利
を
徴
し
て
碇
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
る
」
或
は
了
茜
だ
に
基
将
識
の
价
侶
が
利
子
を
要
求
す
可
き
も

の
に
あ
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
裕
人
も
亦
た
之
を
爲
す
可
き
も
の
に
非
ず
」
等
為
と
云
っ
て
ゐ
る
。
商
橘
教
授
も
云
っ

て
ゐ
る
如
く
、
聖
諜
共
の
も
の
Ｌ
中
に
は
微
利
紮
止
と
許
容
の
二
方
面
の
聖
言
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
其
れ
以
後
、
就

中
ロ
ー
マ
法
王
椎
の
隆
雄
時
代
に
入
る
に
及
ん
で
、
峻
厳
な
る
禁
止
法
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
我
邦
の
中
仙

時
代
に
於
て
は
寺
院
（
佛
教
）
も
、
价
州
も
、
商
利
礎
を
鶴
み
、
商
利
岱
で
な
い
に
し
て
も
、
多
く
、
低
利
に
も
せ

よ
、
利
息
を
微
し
て
貸
出
し
を
行
っ
て
ゐ
て
、
何
等
之
が
、
罪
悪
と
も
老
へ
ら
れ
も
せ
ね
ば
叉
、
禁
止
も
さ
れ
て
ゐ
な

い
。
稀
に
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
き
棚
が
あ
っ
て
も
、
之
は
余
り
非
人
逝
的
な
高
利
と
、
其
の
返
濟
要
求
に
對
す
る
悪
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術
等
の
乱
暴
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
兵
施
記
優
寛
元
年
燗
九
月
十
八
側
條
、
滋
斑
縣
史
料
第
五
雀
所
引
延
勝
寺

价
等
の
例
）
そ
し
て
中
仙
諭
寺
院
の
熾
川
に
は
「
寺
物
」
或
は
「
上
分
物
」
等
と
柵
え
ら
れ
て
利
息
上
或
は
、
返
桝
即

微
收
の
場
合
及
徳
政
令
等
に
對
し
て
は
、
一
種
の
優
先
樅
な
り
、
苑
除
孵
椛
な
り
を
す
ら
持
っ
て
ゐ
て
、
唾
に
公
然
と

貸
出
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
（
史
淵
鋪
三
韓
所
收
拙
稲
参
照
）
此
庭
に
於
て
後
に
見
る
如
く
、
經
典
な
り
戎
は

大
戎
令
の
僧
尼
令
な
り
に
は
併
侶
の
朧
川
思
利
は
禁
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
忠
へ
ぱ
又
一
方
經
典
に
は
反
對
に
許
容
せ

ら
れ
て
ゐ
る
句
例
も
あ
っ
て
、
宗
教
の
枇
御
制
へ
の
順
脳
例
と
し
て
は
、
東
西
投
を
同
う
し
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
が
、
中

泄
に
至
っ
て
は
全
く
其
の
反
對
の
傾
向
と
た
り
反
對
の
状
態
を
現
川
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
深
く
其
の
脈
因
を
探
る
所

に
本
論
文
の
興
味
は
か
Ｌ
ろ
の
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
枇
御
的
經
濟
的
な
脈
間
は
探
ら
ん
と
し
て
却
っ
て
附
識
論
に
堕

す
る
こ
と
を
朏
る
る
が
故
に
、
宗
教
上
の
智
俄
は
終
始
一
災
多
く
、
經
典
上
の
根
搬
あ
る
一
句
に
よ
っ
て
左
右
世
ら
れ

る
こ
と
犬
で
あ
る
か
ら
し
て
、
今
の
場
合
、
共
唯
に
注
意
を
向
け
て
、
佛
教
經
典
に
於
て
は
徴
利
は
禁
止
せ
ら
れ
た
る

反
面
許
容
せ
ら
れ
た
る
一
面
も
あ
る
と
云
っ
た
が
之
は
如
何
な
る
場
合
で
あ
っ
て
、
之
が
叉
本
邦
中
柧
諸
寺
の
息
利
貸

川
と
は
如
何
な
る
開
係
に
（
少
く
と
も
識
理
的
に
見
て
）
あ
る
か
ぞ
究
明
し
よ
う
と
恩
ふ
、
之
が
本
研
究
の
主
眼
で
あ

る
。
然
し
到
底
經
典
に
開
す
る
全
般
的
知
識
は
勢
ひ
平
間
學
考
の
研
究
せ
ら
れ
た
る
純
州
を
利
川
す
る
の
學
恩
を
許
さ

れ
た
い
と
恩
ふ
。
即
友
松
川
諦
師
の
「
佛
教
經
濟
思
想
の
研
究
」
雌
川
上
慨
山
氏
の
「
大
減
經
索
引
三
巻
」
此
れ
で
あ

ブ
○
○

本
邦
佛
寺
の
商
利
岱
徴
利
認
容
の
根
撮
に
つ
い
て

I
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印
度
に
於
け
る
各
部
派
は
地
理
的
、
經
濟
的
．
各
繩
の
脈
囚
か
ら
其
の
教
理
を
通
じ
て
何
ひ
う
る
經
濟
恩
想
は
耕
し

く
異
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
友
松
師
及
之
以
前
に
早
く
指
抽
せ
ら
れ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
本
流
の
關
心
を
持
つ
所
の
微
利
問

題
に
開
し
た
だ
け
で
も
化
地
部
の
如
く
絶
對
禁
止
の
態
度
を
取
っ
て
ゐ
る
部
派
が
あ
る
か
と
思
へ
ぱ
、
右
部
の
如
く
許

容
し
て
ゐ
る
部
派
も
あ
る
か
ら
本
論
に
入
る
に
先
き
立
っ
て
、
初
期
日
本
佛
教
は
何
派
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
か
を
吟

味
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
奈
般
的
考
察
は
到
晦
不
可
能
で
あ
り
、
既
に
學
界
の
通
説
と
し
て
、
布
部
の

思
想
、
有
部
の
信
仰
及
教
皿
の
影
響
を
峨
倒
的
に
受
け
て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
以
上
、
之
を
共
の
ま
Ｌ
受
け
入
れ

て
，
其
の
上
に
川
發
鮎
を
吐
く
こ
と
も
叉
許
さ
れ
る
と
恩
ふ
。
然
し
此
虚
に
於
て
は
、
印
度
各
派
の
研
究
は
友
松
川
諦

師
の
研
究
に
依
頼
し
て
、
之
に
基
い
て
、
本
邦
初
期
佛
教
が
、
特
に
寺
院
財
政
に
開
し
て
は
、
如
何
な
る
態
度
に
あ
る

か
を
僻
見
し
て
お
く
こ
と
は
又
無
川
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
忠
ふ
。
然
し
日
本
佛
教
は
支
那
佛
識
を
通
じ
て
来
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
印
度
佛
教
の
型
川
部
派
思
想
か
ら
照
し
て
見
る
こ
と
は
如
何
か
と
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
だ
け
に
却
っ
て
、
部
派
思
想
に
立
脚
し
て
考
察
し
て
世
く
こ
と
は
必
要
だ
と
も
言
ひ
う
ろ
の
で
あ
る
。

夫
に
開
す
る
古
文
献
と
し
て
聖
徳
太
子
の
十
七
條
悲
法
を
見
る
に
「
一
両
．
篤
敬
一
三
蜜
一
。
三
費
考
榊
雌
、
云
掩
」

と
あ
る
。
此
は
聖
武
天
皇
に
至
っ
て
「
三
喪
之
奴
也
、
三
戎
背
佛
法
術
也
」
と
云
は
れ
る
の
に
仰
統
す
る
根
本
的
態
度

の
表
明
で
あ
る
。
以
後
閏
地
宅
舍
の
寄
括
は
何
発
對
象
と
し
て
な
さ
れ
た
か
と
い
ふ
に
、
施
與
形
式
の
蛾
も
明
瞭
な

本
邦
佛
寺
の
高
利
蝿
徴
利
認
容
の
根
擴
に
つ
い
て

二
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に
叉
特
色
が
あ
る
と
も
云
へ
よ
う
。
伊
河
研
我
寺
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
は
叉
之
を
四
分
せ
ら
れ
て
ゐ
る
黙
は
、
少
く
と

も
化
地
部
派
の
思
想
と
は
思
へ
ぬ
。
而
し
て
、
次
に
其
の
各
分
の
使
途
に
つ
い
て
明
記
し
て
あ
る
，
即

功
徳
分
地
、
御
仙
掩
糞
に
在
坐
天
皇
御
朝
を
日
月
と
仏
に
掻
く
柴
え
し
め
て
、
毎
年
法
華
維
廉
勝
慰
經
を
識
き
て
沸

之
御
法
を
醐
代
に
流
傳
興
隆
せ
し
む
ぺ
営
我
川

食
分
衣
分
地
、
衆
術
等
衣
食
を
爲
し
て
、
佛
教
を
蕊
評
し
て
後
代
に
糖
が
し
む
べ
き
斐
川

寺
主
分
地
、
此
寺
を
迭
柵
し
、
朽
壌
せ
し
め
ず
、
修
補
し
、
寺
主
法
師
等
料
の
変

と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
脈
文
は
漢
文
）

言

此
に
開
す
る
説
明
は
次
に
一
緒
に
す
る
。

次
に
注
目
す
べ
き
も
の
に
大
戎
令
が
あ
る
。
此
脆
に
於
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
佛
駁
部
派
の
撰
採
は
政
晦
の
謀
識
政
雛

と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
て
來
ろ
以
上
亜
要
な
も
の
で
あ
る
。
之
に
よ
る
と
僻
尼
令
に
云
ふ

「
凡
術
尼
、
將
二
三
孜
物
一
餉
二
迩
宵
人
一
考
、
百
日
苦
使
」
・
と
、

即
三
蜜
の
見
方
を
受
け
入
れ
て
ゐ
て
、
三
誕
物
に
つ
里
Ｌ
の
解
繩
は
義
解
は
一
‐
訓
三
蜜
者
、
佛
法
价
也
」
、
と
云
ひ
や

本
邦
仙
寺
の
商
利
庇
徴
利
認
容
の
椚
擦
に
つ
い
て
一
○
三

「
法
隆
寺
伽
藤
縁
起
流
記
養
財
帳
」
に
よ
れ
ば
、
「
是
以
、
聖
徳
法
王
受
賜
而
、
此
物
は
、
私
可
用
物
に
は
、
非
有
と

爲
而
．
伊
河
研
我
本
寺
、
中
宮
尼
寺
、
片
岡
僧
寺
、
此
三
寺
分
爲
而
入
賜
」
と
な
っ
て
を
り
、
更
に
「
伊
河
冊
我
地
を

は
功
徳
分
、
食
分
、
衣
分
、
寺
主
分
四
分
」
さ
れ
て
施
與
さ
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
本
邦
で
は
佛
か
僻
伽
か
と
い
ふ
問
題

は
起
り
得
べ
く
も
な
い
が
、
漠
然
と
寺
に
施
入
さ
れ
る
と
い
ふ
の
は
脈
始
佛
教
に
は
見
ら
れ
ぬ
所
で
あ
ら
う
が
、
此
虚
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木
邦
佛
寺
の
高
利
斑
徴
利
認
容
の
根
推
に
つ
い
て
一
○
六

れ
、
む
し
ろ
功
徳
分
と
し
て
柵
立
し
た
財
倣
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
尚
此
應
に
云
ふ
通
分
稲
に
つ
い
て
は
迩
三
変

分
の
意
味
に
老
へ
ら
れ
る
。
か
く
て
施
與
稲
以
外
に
も
全
般
的
に
養
財
帳
に
於
け
る
分
知
を
見
る
に

合
稻
壷
拾
碓
山
壷
価
伍
拾
雛
束
毒
把

佛
分
雅
仔
球
価
拾
陸
束
玖
把

瀧
佛
分
参
価
湶
扮
玖
束
湶
把

法
分
参
拾
武
束
深
把

聖
价
分
鮭
東
武
把

迩
三
変
分
難
価
難
拾
捌
束

塔
分
難
仔
捌
価
玖
拾
捌
束
式
把

法
減
分
式
捕
靴
束

常
熾
分
蕊
仔
束

別
熾
分
巻
仔
笠
価
捌
拾
伍
束
堂
把

通
分
陳
禽
伍
仔
式
拾
登
束
泳
把
、

と
な
っ
て
お
り
且
此
の
分
狐
名
稚
は
寺
院
内
の
養
財
一
切
に
開
し
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば

合
深
暹
机
伍
足

伽
分
量
足

今

｜

’



．
法
分
参
足

聖
術
分
壷
足

と
な
っ
て
を
り
又
時
代
は
下
る
が
同
じ
読
財
帳
の
系
統
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
弘
仁
九
年
の
厩
隆
寺
蚕

財
帳
及
延
喜
五
年
の
槻
世
音
寺
賛
財
帳
が
あ
る
が
、
前
考
に
於
て
は
姿
財
の
分
燕
は

一
、
佛
物
章
、
一
、
法
物
章
、
一
、
常
住
价
物
章
、
一
、
迩
物
章
に

後
考
は
一
、
琳
物
末
、
一
、
通
物
末
、
一
、
佛
殿
章
、
一
、
价
客
房
末
、
一
、
佛
經
章
、
一
、
佛
物
章
、

一
、
法
物
章
、
一
、
槻
仙
晋
菩
朧
章
、
一
、
聖
僻
物
章
、
一
、
通
三
喪
物
末
、
一
、
附
住
价
物
素
、

一
，
大
衆
物
章

と
言
は
れ
る
も
の
に
分
獅
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
以
上
に
於
て
塔
物
や
常
住
僧
物
や
の
分
知
法
が
あ
る
軸
は
一
見
伽
葉
惟
部

を
川
は
せ
る
が
、
佛
識
末
或
は
又
法
物
軍
等
の
あ
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
有
部
就
中
根
本
説
一
切
有
部
の
忠
想
の
影
響

を
恩
は
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
以
上
見
來
た
っ
た
如
く
聖
徳
太
子
時
代
以
後
奈
良
時
代
を
通
じ
て
盗
財
帳
を

通
し
て
‘
初
期
佛
教
の
財
物
の
寺
院
財
政
に
於
け
る
分
如
法
か
見
る
と
、
初
期
佛
教
は
、
根
本
説
一
切
右
部
を
雌
と
し

及
之
に
類
す
る
即
琳
物
を
認
め
た
部
派
の
影
裡
を
受
け
、
之
に
瓜
際
さ
れ
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

今
手
近
く
木
行
雄
維
川
三
巻
の
記
事
を
見
る
に

木
邦
佛
寺
の
商
利
庇
徴
刈
認
容
の
根
推
に
つ
い
て

｡
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｜
｝

一
○
七
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１

本
邦
佛
寺
の
高
利
鋳
徴
利
認
容
の
根
推
に
っ
い
て
一
○
八

「
購
伽
陀
王
、
此
彼
仙
の
旧
果
を
信
ぜ
ず
，
王
女
意
再
天
仙
に
問
ふ
。
仙
Ｈ
ふ
、
閃
果
布
り
、
王
言
ふ
。
耕
亦
ら

ぱ
、
天
仙
は
五
面
金
銭
を
僻
れ
り
、
未
来
に
は
千
を
以
て
価
へ
、
」
（
陳
文
は
沈
文
）

或
は
叉
五
分
神
（
貞
棚
十
三
年
八
月
十
七
日
の
安
群
寺
黄
財
帳
所
收
）
に
故
五
分
祁
云
「
蝿
二
价
物
一
、
不
ｙ
通
計
ｕ

犯
双
、
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。
本
行
喋
經
は
伽
葉
惟
部
で
あ
り
、
後
宥
は
、
化
地
部
所
依
の
律
法
で
あ
る
か
ら
前
新
に
於

て
は
梢
住
僻
を
除
く
外
、
後
看
で
は
全
然
价
侶
の
息
利
事
業
は
之
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
が
一
方
借
り
た
場
合
に
は
、

飛
前
返
満
を
介
し
て
ゐ
る
。
此
は
依
務
群
側
の
立
場
に
つ
い
て
、
依
務
は
現
仙
に
於
て
の
み
な
ら
ず
來
枇
に
於
て
も
返

濟
す
る
義
務
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
思
想
は
佛
教
文
學
を
通
じ
て
荘
だ
厳
洲
を
極
は

め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
支
那
佛
教
の
一
例
と
し
て
は
、

文
字
洲
三
○
巻
に
あ
る
、
梁
武
帝
が
、
來
謁
を
願
っ
た
僻
を
、
鳥
篭
を
雌
は
し
て
ゐ
る
場
合
で
あ
っ
た
の
で
敵
の
石

を
殺
せ
と
つ
ぶ
や
い
た
た
め
に
途
に
殺
さ
し
め
る
に
至
っ
た
説
話
の
末
に
我
公
な
る
人
が
之
を
説
明
し
た
言
葉
に
よ
る

と
「
陛
下
前
身
雌
岫
也
。
僻
嘗
難
し
苑
談
殺
Ｌ
之
、
今
燃
二
肌
依
一
坪
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
因
果
雌
報
の
説
か
ら
來

て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
が
、
今
此
の
例
は
直
按
依
務
辨
濟
に
は
ぴ
つ
た
と
は
合
は
な
い
が
、
夙
偵
は
即
矢
張
り
物
的
依
務
へ

も
通
が
る
の
で
あ
っ
て
、
叉
此
の
体
統
を
日
本
の
佛
教
説
話
に
求
め
て
見
れ
ば
日
本
蛾
異
記
中
の
行
基
大
徳
放
二
天
眼
一

覗
三
女
人
頭
塗
二
猪
濁
一
而
呵
嘘
縁
第
廿
九
の
終
に
「
大
徳
告
け
て
言
ふ
。
汝
昔
先
仙
彼
か
物
を
負
ひ
て
俄
納
せ
ず
。
故

に
今
子
の
形
に
成
て
微
価
し
て
而
し
て
食
す
。
是
昔
物
主
、
鴫
呼
恥
突
。
他
の
仮
を
樅
ず
し
て
準
死
ぬ
雁
ん
耶
・
」
と

云
っ
て
ゐ
る
如
き
之
で
あ
ら
う
。
此
の
思
想
は
、
同
諜
節
州
二
の
「
死
作
ｙ
牛
役
乏
俄
皐
禰
依
一
、
」
の
條
に
至
っ
て
、

｡
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非
常
に
明
瞭
な
形
と
な
っ
て
、
表
現
せ
ら
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
即
「
聖
武
天
皇
の
批
紀
伊
悶
名
草
郡
三
上
付
の
人
、、

、

蕊
王
寺
の
爲
に
知
識
を
奉
引
し
、
青
藥
分
（
或
は
音
樂
分
）
共
藥
料
の
物
を
岡
田
村
主
の
姑
女
の
家
に
寄
せ
て
、
油
を

作
り
て
利
を
息
す
。
畔
に
斑
械
有
り
、
薬
玉
寺
に
入
て
常
に
塔
韮
に
伏
す
。
そ
し
て
途
に
五
ケ
年
程
寺
に
使
川
せ
ら
れ

た
が
、
或
夜
、
岡
川
村
主
荷
人
（
先
の
酒
を
息
利
し
た
女
の
兄
）
の
夢
に
現
は
れ
て
次
の
様
に
其
の
牛
が
涙
を
流
し
な

が
ら
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
即
、
我
粁
櫻
の
村
に
右
ろ
物
部
の
脾
也
。
蒋
赴
よ
り
光
営
寺
藥
分
之
酒
二
斗
を
朧
川
し
、

未
だ
価
は
ず
し
て
以
て
死
す
。
故
に
今
牛
の
身
を
受
け
て
澗
偵
を
価
ふ
。
故
に
役
使
せ
ら
る
上
の
み
。
役
す
べ
き
の
年

八
年
に
限
る
。
其
の
内
五
年
は
終
へ
た
が
、
ま
だ
三
年
礎
っ
て
お
り
寺
の
人
か
ら
余
り
酷
使
せ
ら
れ
る
の
で
、
之
を
留

め
う
る
械
越
と
見
込
ん
で
愁
訴
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
樅
否
を
正
し
て
見
る
に
果
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の

で
あ
っ
て
、
八
年
の
後
に
は
共
の
牛
は
行
く
所
を
知
ら
ず
な
っ
た
。
」
共
の
経
に
著
者
の
言
葉
と
し
て
「
依
辛
一
負
ひ
て

侭
は
ざ
れ
ぱ
、
彼
の
報
尤
き
に
非
ず
。
趾
敢
て
忘
ん
や
。
」
と
。
又
成
狂
論
を
引
い
て
一
‐
成
澄
論
に
云
ふ
。
若
し
人
偵
を

負
ひ
て
伯
は
ざ
れ
ぱ
、
牛
羊
、
腰
鹿
、
蝋
馬
等
の
中
に
肱
し
て
其
の
宿
依
を
慨
ふ
と
は
其
れ
斯
れ
を
云
ふ
か
」
と
，
而

し
て
此
は
前
の
行
韮
大
徳
の
場
合
結
び
と
し
て
川
暁
經
を
引
川
し
来
た
っ
て
「
川
咄
經
に
云
ふ
。
他
の
一
雄
の
噸
価
を

負
ふ
。
故
に
牛
に
暁
ち
て
蝿
を
負
ひ
て
、
駈
さ
せ
ら
れ
、
以
て
主
の
力
を
価
ふ
，
」
と
云
っ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
忠
烈
で

あ
る
。
雨
考
共
に
牛
と
な
っ
て
伏
務
を
履
行
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
勿
論
置
物
俊
借
で
は
あ
っ
た
ら
う

が
鍵
し
て
息
利
を
取
る
こ
と
に
對
す
る
非
雌
は
全
く
無
く
返
さ
な
か
っ
た
新
の
方
が
非
難
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
价
州
蓄
財

の
如
き
を
攻
螺
す
る
一
耐
を
も
持
つ
と
川
時
に
，
在
來
の
か
上
る
商
行
鰯
に
對
し
て
は
何
等
之
を
な
し
て
ゐ
な
い
と
と

木
邦
佛
寺
の
商
利
岱
徴
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
一
○
九
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三
１

此
等
の
伏
務
辨
濟
を
肺
禽
人
と
し
て
の
一
大
宙
務
と
し
て
弧
洲
し
て
ゐ
る
の
は
佛
恩
報
謝
の
教
閏
的
信
仰
を
枇
絢
道

徳
に
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
之
を
迦
じ
て
、
既
に
印
度
に
於
て
分
派
し
た
流
派
の
内
の
舷
も
川
命
生
活
に
順

唯
性
を
持
っ
た
有
部
思
想
が
入
り
來
た
紡
果
と
し
て
、
此
の
恩
利
川
翠
に
對
し
て
も
順
唯
し
、
且
在
来
の
加
介
制
を
認

容
し
た
も
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
何
等
之
を
否
認
す
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
之
に
佛
教
的
見
地
か
ら
秩
序
を
與
へ
よ
う
と

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
鯉
異
記
の
説
話
は
、
今
一
歩
進
ん
で
亜
要
な
鮎
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
、
単
に
肺
禽
制
と
し

て
の
一
般
息
利
出
畢
の
み
で
な
く
、
寺
院
か
、
自
己
の
財
物
を
他
に
仲
介
蒜
を
入
れ
て
、
一
般
出
畢
と
同
様
心
利
す
る

こ
と
す
ら
許
容
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
後
枇
の
名
目
金
の
陳
始
的
な
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
此
庭
に
至
つ

木
邦
佛
寺
の
商
利
庇
微
利
認
容
の
根
搬
に
つ
い
て
二
○

が
分
る
。
寧
ろ
此
は
、
依
務
春
に
鋤
し
て
逝
徳
的
脈
川
か
ら
す
る
に
せ
よ
、
非
術
な
雌
怖
さ
を
要
術
す
る
こ
と
Ｌ
な

り
、
む
し
ろ
金
樅
の
擁
謹
に
努
め
て
ゐ
る
一
面
を
示
す
も
の
Ｌ
如
く
す
ら
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
此
の
娩
話
に

於
て
興
味
あ
る
こ
と
は
蕊
王
寺
の
脊
梁
部
が
併
時
の
術
家
に
一
だ
託
せ
ら
れ
て
、
息
利
の
養
本
と
し
て
迩
川
せ
ら
れ
て
ゐ

た
こ
と
で
あ
っ
て
、
之
に
對
し
て
何
等
の
疑
を
も
持
つ
て
ゐ
な
い
。
果
し
て
、
聖
武
天
皇
の
御
代
の
史
従
と
老
へ
る
必

要
も
な
い
が
、
紀
伊
の
薬
王
寺
の
僻
等
も
何
等
の
樅
ひ
な
く
利
川
し
て
ゐ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
之
は
唯
無
知
な
る
が
鯛

と
い
ふ
よ
り
は
矢
張
り
か
上
る
商
行
鰯
を
淵
然
と
し
て
受
け
つ
い
で
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
ｃ
此
の
方
伽
の

こ
と
は
次
に
述
べ
る
と
し
て
、
要
す
る
に
依
務
者
に
對
し
て
、
佛
恩
報
謝
（
此
に
つ
い
て
は
術
後
に
引
川
す
る
天
蕊
薙

川
式
参
照
）
因
果
唯
報
の
必
然
論
と
し
て
、
依
務
辨
濟
を
蝿
制
し
、
却
っ
て
伏
椛
の
存
在
を
肯
定
す
る
と
い
ふ
様
に
な

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
叉
常
時
の
恩
利
川
班
制
の
認
奔
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
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此
は
剰
余
物
の
肯
定
で
あ
り
、
そ
し
て
之
を
無
議
財
中
に
蓄
へ
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
。
既
に
し
て
此
の
無
議
財
と

は
、
佛
物
無
識
で
あ
っ
て
、
佛
に
對
し
て
棒
け
ら
れ
た
ろ
財
物
で
あ
っ
て
、
帯
へ
ら
れ
、
永
遠
に
持
練
維
持
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
即
無
識
で
あ
る
。
此
の
价
祇
律
は
、
大
衆
部
所
依
の
祁
で
あ
る
こ
と
は
川
知
の
通
り
で
あ

る
。
更
に
進
ん
で
，

〔
全
書
〕
十
一
巻
三
十
三
に
は
、
無
誰
物
中
生
二
息
利
一
。
の
一
句
に
至
れ
ば
、
大
衆
部
の
無
識
財
槻
の
根
本
と
も
云

ふ
ぺ
く
、
無
誰
な
ら
し
め
る
鰯
に
は
、
皿
な
る
貯
蓄
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
叉
田
畑
を
唯
入
し
之
よ
り
の
岐
推
が
認
容

せ
ら
れ
る
如
く
、
消
挫
財
物
を
共
の
ま
上
恩
利
せ
し
め
て
、
永
久
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、
城
も
手
近
な
方
法
と
し
て
存

在
す
る
も
の
を
利
川
し
認
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
即
此
の
派
の
塔
物
、
僻
物
を
分
け
、
術
は
佛
の
礎
食
ぞ
拝
食
す
る
信

仰
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

〔
十
訓
祁
〕
鋪
六
十
、
琳
物
無
雅
、
川
心
シ
テ
令
レ
得
し
利
二
供
養
塒
一
、

（
註
、
出
息
者
‘
計
二
利
息
一
之
法
、
無
雑
識
之
起
脈
也
、
）

此
の
十
訓
律
は
一
切
繩
打
部
の
一
派
の
斫
依
す
る
伸
で
あ
っ
て
、
此
は
共
の
派
の
經
濟
思
想
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て

明
か
に
螺
物
雌
飛
に
し
て
、
川
忠
す
る
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
。
然
物
と
は
、
佛
塔
川
佛
像
或
は
舎
利
蝶
の
前
に
堆
高
く

本
邦
佛
寺
の
耐
利
歯
微
利
認
孫
の
根
振
に
つ
い
て
二
一

て
私
は
、
此
を
承
認
せ
し
め
た
佛
經
徹
上
の
根
擴
に
鯛
れ
”
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
僻
祗
律
〕
第
十
一
巻
三
十
三
、
華
多
者
、
與
二
華
髭
家
〕
、
得
し
世
、
作
二
房
舍
衣
食
一
、
若
猶
多
者
、
當
ｙ
著
二
無
謹
財

中
0

、
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本
邦
佛
寺
の
高
利
伸
徴
利
認
容
の
根
捉
に
つ
い
て
二
二

獄
ま
れ
た
る
信
者
よ
り
の
淨
財
で
あ
っ
て
、
之
は
佛
物
で
あ
る
か
ら
永
久
に
保
存
し
其
の
保
存
方
法
の
一
と
し
て
川
心

が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
俗
侶
等
も
一
定
の
手
練
に
よ
っ
て
す
れ
ば
利
川
し
う
る
の
で
あ
る
。
且
単
に
養
本
と
し
て
之
を

永
存
す
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
却
っ
て
、
心
利
に
よ
る
維
持
変
の
独
得
に
力
が
そ
上
が
れ
た
の
で
あ
る
。
根
本
説
一
切
有

部
に
於
て
も
友
松
師
の
研
究
に
よ
れ
ば
敏
命
財
政
は
三
・
分
せ
ら
れ
て
前
に
純
明
し
た
如
く
佛
物
、
法
物
、
僻
物
と
な
っ

て
あ
り
、
三
識
分
配
供
養
で
あ
っ
て
此
の
「
三
戎
の
た
め
に
は
、
利
潤
を
求
む
く
し
」
と
云
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ

っ
て
、
佛
物
銭
財
の
思
利
鋳
借
認
容
の
根
擁
が
明
示
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
三
変
分
は
共
に
息
利
せ
ら
れ
た
、
勿
論
此
は
、

僻
侶
の
生
活
我
推
得
の
た
め
と
か
、
或
は
、
利
殖
の
た
め
の
利
殖
と
か
い
ふ
概
念
か
ら
許
容
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な

く
、
佛
、
法
、
僻
、
供
養
の
永
緬
を
は
か
る
爲
で
あ
る
。
以
上
に
於
て
日
本
佛
籔
に
妓
大
妓
深
の
影
響
を
與
へ
た
と
云

は
れ
る
大
衆
部
と
有
部
と
に
つ
い
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
今
一
つ
勿
論
其
の
發
生
を
後
仙
に
持
つ
も
つ
も
の
で
は
あ
る

が
、
特
に
支
那
及
日
本
の
強
い
父
緑
供
養
の
信
仰
か
ら
川
發
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
刷
堂
銭
な
る
名
目
で
さ
れ
て
ゐ
る

一
種
の
低
利
岱
併
が
あ
る
が
、
之
は
勿
論
此
の
無
誰
財
息
利
認
容
に
其
の
根
擴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
営
然
で
あ

る
が
、
眞
俗
佛
事
細
鋪
六
雑
記
鋒
に
は
、
『
儒
家
に
鬼
祁
を
祀
る
所
を
祁
堂
と
名
づ
く
、
五
俗
依
し
之
、
父
母
亡
螺
の

鰯
に
、
寺
に
納
る
財
な
れ
ば
、
祠
堂
銀
と
云
」
と
見
へ
て
、
其
の
名
稲
が
儒
敏
思
想
に
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
。

然
し
之
が
受
納
を
許
容
す
る
寺
の
側
に
あ
っ
て
は
、
父
母
の
鯉
に
對
す
る
一
種
の
追
善
功
徳
分
と
し
て
受
け
入
れ
る
と

共
に
、
文
殊
問
經
上
に
あ
る
次
の
一
句
に
其
の
根
擁
の
あ
っ
た
ら
う
と
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
所
で
あ
ら
う
。
即

〔
丈
殊
問
經
〕
上
．
篤
レ
供
二
三
篭
父
母
兄
弟
一
、
得
γ
蓄
レ
財
、

ノ



以
上
息
利
に
開
す
る
妾
料
を
含
ん
だ
必
要
經
律
に
つ
い
て
、
之
を
通
し
て
之
が
鴎
す
る
部
派
の
思
想
の
一
端
を
述
べ

た
の
で
あ
る
が
、
其
の
他
束
大
寺
鰯
維
所
で
潟
さ
れ
た
四
分
椎
の
脇
す
る
化
地
部
の
如
き
は
如
何
で
あ
っ
た
ら
う
か
、

友
松
師
の
研
究
の
結
果
に
依
頼
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
化
地
部
に
於
て
は
、
未
だ
佛
、
僻
、
法
三
笂
棚
の
發
生
す
ら

な
く
、
ま
し
て
佛
物
分
の
利
川
等
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
謎
部
に
於
て
は
佛
物
術
物
の
価
別
は
生
じ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
仰
物
は
祁
聖
に
し
て
絶
對
に
价
侶
の
斐
川
に
供
せ
ら
れ
る
堺
は
禁
ん
ぜ
ら
れ
如
何
に
山
穣
し
、
朽
れ
采
て

る
．
こ
と
が
あ
っ
て
も
手
を
附
け
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
叉
備
物
も
四
方
倫
物
に
し
て
一
人
の
力
で

分
配
，
自
入
、
壷
質
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
或
る
意
味
に
於
中
途
牛
端
丘
不
經
濟
的
な
思
想
で
あ
る
と
云
は
れ

る
。
分
別
説
部
の
説
は
稗
見
神
等
に
よ
る
と
佛
物
，
併
物
の
別
を
生
じ
、
而
も
、
大
衆
部
等
よ
り
は
余
程
其
の
湘
者
の

流
川
は
自
由
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
且
叉
之
を
以
て
自
山
に
人
を
愛
す
る
こ
と
も
川
来
た
の
で
あ
っ
た
。
鋪
川
に
迦
葉
惟

部
（
飲
光
部
）
で
あ
る
が
此
の
派
に
於
て
は
、
琳
婆
為
佛
の
法
身
と
見
、
之
に
献
上
さ
れ
た
財
旋
を
迩
川
岱
川
等
す
る

こ
と
は
法
身
を
殿
つ
も
の
と
し
て
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
此
の
派
で
は
、
か
上
る
不
經
濟
的
の
一
面
を
持
つ

と
共
に
此
の
塔
碆
物
と
碓
然
鰔
別
せ
ら
れ
た
「
常
住
价
伽
物
」
な
る
我
川
を
寺
院
財
政
の
上
に
持
っ
て
ゐ
て
、
之
が
、

僻
侶
一
般
の
物
街
生
活
の
登
源
と
な
っ
て
ゐ
て
、
之
は
熾
川
、
・
利
上
げ
等
に
利
殖
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
ふ
の
で

あ
っ
た
。
此
の
派
自
身
の
内
に
於
て
も
二
元
的
見
方
が
あ
っ
て
、
价
侶
の
も
の
の
息
利
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
鮎
は
注
目
に

本
邦
恥
寺
の
商
利
岱
徴
利
認
容
の
根
撞
に
つ
い
て
二
三

父
母
兄
弟
供
養
は
三
愛
供
養
と
共
に
列
記
せ
ら
れ
て
同
じ
く
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
ゐ
て
、
蓄
財
が
許
容
せ
ら
れ
て
ゐ
る

以
上
は
、
其
の
息
利
も
叉
許
容
せ
ら
れ
る
の
は
必
然
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

l
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本
邦
佛
寺
の
高
利
旋
徴
利
認
容
の
根
推
に
つ
い
て
二
四

仙
す
る
。
即
日
本
の
初
期
佛
識
と
し
て
影
禅
す
る
所
大
で
あ
っ
た
と
云
は
れ
る
布
部
の
思
想
と
机
反
し
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
て
迦
葉
惟
部
派
及
分
別
説
派
で
は
价
物
な
る
故
に
忠
利
利
川
が
認
め
ら
れ
佛
物
な
る
故
に
祁
聖
な
り
と
し
て
絶
對
的

に
放
棄
さ
れ
た
。
然
る
に
一
切
説
有
部
に
せ
よ
、
根
本
説
有
部
に
せ
よ
价
物
は
現
前
分
配
さ
る
べ
き
も
の
で
消
炎
せ
ら

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
炎
殖
利
上
げ
は
軍
要
な
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
佛
物
は
佛
物
な
る
故
に
永
久
無
難
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
之
が
爲
に
は
息
利
旋
殖
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
て
は
、
同
一
聖
書
の
中

に
於
て
矛
盾
せ
る
紮
止
と
許
容
の
二
つ
の
言
葉
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
佛
教
に
於
て
は
同
一
部
派
に
於
て
は
首
尾
一
賀

し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
部
派
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
異
る
意
見
を
有
し
、
正
反
對
の
結
果
を
主
張
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
印
度
に
於
て
如
此
で
あ
っ
た
の
に
對
し
支
那
で
は
如
何
あ
っ
た
か
の
研
究
は
他
に
護
ら
る
べ
く
、
唯
、
長

生
、
無
誰
の
存
在
し
た
こ
と
を
一
二
の
記
錐
に
伺
ひ
得
た
所
か
ら
其
の
一
部
の
片
影
を
概
察
す
る
の
に
止
め
、
本
邦
に

於
て
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
に
、
既
に
先
輩
の
研
究
も
あ
る
如
く
有
部
派
の
仰
來
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
之
が
、

一
例
證
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
が
兎
に
角
佛
物
術
物
等
の
心
利
庇
殖
に
對
す
る
思
想
と
し
て
は
大
喪
令
中
の
術
尼
令

に
於
て
は
、
「
凡
僻
尼
．
不
γ
得
下
私
畜
二
悶
宅
財
物
一
及
興
販
川
息
上
（
中
略
）
然
不
レ
得
二
価
川
息
興
販
一
也
。
興
販
者
、

賎
買
量
寅
也
。
出
思
考
袋
ｙ
物
生
し
子
、
凡
榊
尼
犯
二
此
法
一
考
共
物
拷
淡
宵
也
。
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
術
尼
自
身
に

所
脇
し
て
ゐ
る
物
品
則
配
分
後
自
各
に
蹄
し
た
個
人
所
有
物
の
息
利
炎
殖
の
商
行
爲
を
禁
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
寺
院

財
政
に
於
て
三
類
さ
れ
た
「
術
物
」
と
傲
尼
の
仙
人
所
有
物
と
は
庇
別
し
て
老
へ
れ
ば
な
ら
な
い
と
恩
ふ
。
寺
院
財
政

上
の
价
物
は
共
有
的
、
共
通
的
に
消
喪
さ
れ
る
基
本
財
物
の
意
義
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
大
蛮
令

’



の
思
想
を
直
ち
に
化
地
部
の
併
伽
共
有
思
想
に
連
結
せ
し
め
て
老
へ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
論
一
切
有
部
に
於
て

も
此
の
如
き
術
尼
の
仙
人
所
有
財
物
に
つ
い
て
は
「
軍
愛
與
レ
人
、
求
二
息
利
一
犯
」
と
云
っ
て
該
派
の
文
献
薩
婆
多
毘

婆
沙
の
禁
ず
ろ
所
で
あ
る
か
ら
。
だ
か
ら
桝
尼
の
仙
人
所
有
物
即
一
寺
院
内
に
於
て
僻
物
と
し
て
、
現
前
僻
尼
に
分
配

せ
ら
れ
て
、
佃
常
人
の
所
有
に
蹄
し
た
も
の
を
興
販
心
利
す
る
こ
と
が
禁
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
鮎
、
僻
尼
令
は
矢
張
り
有

部
的
思
想
を
受
け
て
ゐ
る
と
云
っ
て
間
逹
は
な
い
の
で
あ
る
。
令
制
此
の
如
く
有
部
的
で
あ
っ
て
、
我
廷
は
中
批
に
至

り
、
．
「
寺
物
」
と
呼
ば
れ
又
「
佛
物
」
或
は
「
大
垪
修
理
物
」
（
寺
誌
批
評
縮
四
、
一
二
二
頁
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
Ａ

存
在
す
る
こ
と
を
忠
へ
ば
、
有
部
の
思
想
に
影
響
せ
ら
れ
た
結
果
、
「
辮
物
」
及
「
法
物
」
思
想
及
必
然
的
に
無
識
徴

利
認
容
の
思
想
は
我
邦
に
生
じ
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
我
邦
に
於
て
は
塔
物
無
識
と
し
て
自
由
な
る
心
利

炭
砿
が
行
は
れ
る
に
は
、
直
ち
に
寺
院
の
川
畢
微
利
行
鯆
へ
の
自
發
的
進
川
に
よ
っ
た
の
か
、
或
は
叉
各
種
の
事
怖
特

に
外
部
に
其
の
動
因
を
持
つ
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
此
礎
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
虚
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
矢
碓
り
第
一
に
諸
寺
の
笠
財
帳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幾
多
あ
る

内
今
は
寺
院
息
利
に
關
係
の
あ
る
川
畢
稻
に
州
す
る
史
料
を
含
ん
だ
大
安
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
養
財
帳
、
（
大
日
本
古

文
書
二
，
六
二
四
瓦
）
為
見
る
に
、
同
寺
は
、
聖
徳
太
子
の
御
伽
に
よ
っ
て
川
村
皇
子
の
建
立
し
給
ふ
た
所
で
あ
っ
て

御
代
燕
堂
祁
絨
い
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
天
武
天
皇
の
時
川
恥
稲
が
三
十
醐
來
寄
附
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
其
の

本
邦
佛
寺
の
高
利
岱
徴
利
認
容
の
根
搬
に
つ
い
て
二
五

四
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■
１
１
１
Ⅱ
■
■
■

本
邦
佛
寺
の
高
利
館
徴
利
認
容
の
根
擦
に
つ
い
て
二
六

史
料
は
、

「
（
前
略
）
、
以
後
飛
鳥
淨
仰
脈
悔
御
宇
天
皇
二
年
歳
次
癸
酉
十
一
面
壬
午
朔
戊
戊
、
造
寺
司
小
紫
冠
御
野
王
、

小
錦
下
紀
臣
訶
多
膝
二
人
任
賜
、
白
百
濟
地
移
商
市
地
、
姑
院
寺
家
入
賜
七
百
戸
封
、
九
百
三
十
二
町
墾
川
地
、
州
・

繭
束
論
定
川
畢
稻
、
六
年
（
中
略
）
改
商
市
大
寺
號
大
恂
大
寺
、
」
（
下
略
）

之
が
所
在
に
つ
い
て
は
亜
目
列
畢
表
の
巾
に

合
論
定
出
畢
本
稻
参
拾
寓
束

花
遠
江
駿
河
伊
豆
甲
斐
和
棋
榊
陸
等
幽

右
、
飛
鳥
淨
御
腺
御
宇
天
皇
歳
次
癸
酉
納
賜
者

九
百
三
十
二
町
の
墾
川
に
つ
い
て
も
全
剛
各
地
に
分
布
し
、
て
ゐ
る
の
は
之
を
略
し
て
要
す
る
に
之
等
川
畢
稻
及
開
墾
水

田
地
を
通
じ
て
の
牧
推
稻
合
計
及
之
が
維
爽
と
し
て
の
我
目
に
就
て
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
数
字
の
字
僻
及
見
納
、

未
納
、
損
失
等
は
省
略
し
た
。
）

合
稻
、
二
二
○
，
一
六
○
六
束
八
把
三
分
牛

通
分
稻
、
一
八
八
、
五
七
六
六
束
八
把
分
牛

僻
分
稻
二
四
、
○
五
七
四
束

功
徳
分
稻
二
、
二
四
九
五
束
三
把
二
分

孟
蘭
盆
分
稻
一
、
七
二
四
九
束
凹
把
四
分

1
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温
室
分
稻
三
、
五
五
二
○
束
九
把
七
分

と
な
っ
て
ゐ
る
。
不
淌
粍
財
蛍
は
、
佛
物
、
聖
併
物
、
通
物
、
法
物
等
に
分
類
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
消
炎
を
要
す
る
經

菱
と
し
て
は
大
き
く
此
の
五
分
法
で
足
り
た
も
の
で
あ
ら
う
。
通
分
と
は
、
他
の
所
に
於
て
も
見
る
如
く
通
三
通
分

で
、
佛
法
僧
の
三
者
の
消
粍
經
変
に
支
辨
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
妓
も
多
額
を
占
め
て
を
り
三
者
の
外
、
悲
田
分
、
塔
分
、

等
を
も
含
ん
で
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
价
分
と
は
現
前
併
分
で
あ
っ
て
特
別
命
計
と
し
、
功
徳
分
、
荒
附
盆
分
、
温

室
分
共
に
特
別
御
計
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
恐
そ
ら
く
其
の
支
川
が
經
常
的
で
な
く
臨
時
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
か
。
而
も
其
の
割
合
も
通
分
が
絶
對
額
を
示
し
て
ゐ
る
の
も
注
目
に
仙
ひ
す
る
。
此
の
大
安
寺
の
場
合
に
於
て

此
の
出
畢
稻
は
、
大
安
寺
維
持
の
鱈
に
私
川
梁
稻
と
し
て
一
般
の
在
家
の
風
習
に
従
っ
て
、
併
侶
以
外
の
方
か
ら
施
入

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
利
益
は
寺
院
の
も
の
に
な
る
に
し
て
も
、
直
接
北
ろ
率
．
務
を
取
り
あ
つ
か
っ
た
や
否
や
は

不
明
で
あ
る
。
が
、
三
綱
等
寺
院
役
術
の
一
部
が
關
係
し
た
に
述
ひ
な
い
こ
と
は
言
ひ
う
ろ
と
忠
ふ
。
以
後
寺
院
の
所

有
す
る
出
畢
と
い
ふ
こ
と
Ｌ
な
っ
て
、
寺
院
自
ら
恩
ひ
立
っ
た
も
の
で
な
く
他
か
ら
の
所
與
で
あ
る
に
し
て
も
、
寺
院

は
寺
院
の
た
め
の
微
利
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ず
っ
と
前
に
引
川
し
た
雛
記
の
薬
玉
寺
昔
樂
分

出
畢
の
記
事
が
、
同
じ
意
味
に
於
て
許
容
せ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
先
づ
、
大
安
寺
に
よ
っ
て
、
寺
院
と
外
部
よ
り
の

施
與
者
と
の
關
係
を
見
て
、
共
庭
か
ら
發
生
す
る
寺
院
川
畢
の
例
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
他
外
部
よ
り
施
與
せ
ら

れ
た
出
撃
と
し
て
發
生
し
た
寺
院
川
暴
の
例
を
蔀
ね
て
見
る
に
、
此
の
天
平
大
安
寺
川
畢
稻
と
同
一
思
想
系
統
に
脇
す

る
も
の
と
し
て
西
大
寺
、
藥
師
寺
及
八
鵬
寺
の
場
合
が
あ
る
。
西
大
寺
の
も
の
は
征
史
料
は
得
な
い
が
、
西
大
寺
流
記

木
邦
佛
寺
の
商
利
蝿
徴
利
認
容
の
根
捺
に
つ
い
て
二
七

’
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１

信
濃
國
二
千
四
百
束
粥
陸
幽
一
関
五
千
束

武
藏
國
一
関
五
千
六
百
束
逮
江
図
二
千
四
百
束

安
房
國
三
千
六
百
束
駿
河
図
二
千
四
百
束

甲
斐
閏
千
二
百
束
上
總
闘
一
寓
二
百
束

下
總
國
一
寓
六
千
二
百
束
美
濃
脚
八
千
百
束

次
に
八
嶋
寺
に
つ
い
て
は
、
「
大
安
寺
崇
道
天
皇
御
院
八
鵬
剛
庭
記
丈
」
（
大
日
本
佛
識
全
書
、
寺
誌
叢
書
所
牧
）
に

師
寺
密
流
登
財
帳
」
に
よ
れ
ば

．
、
利
稻
七
寓
七
千
四
百
束

と
見
え
て
ゐ
る
。
そ
し
て
之
等
利
稻
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
な
い
。
次
に
藥
師
寺
の
利
稻
に
附
し
て
は
「
藥

本
邦
佛
芋
の
商
利
庇
徴
利
認
容
の
根
擴
に
つ
い
て
二
八

謎
財
帷
（
大
日
本
佛
識
全
排
巾
寺
紬
推
井
川
收
）
に
は
、
西
大
寺
所
僻
の
川
染
に
棚
す
る
帳
灘
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
く
れ
る
。
そ
し
て
之
等
の
帳
泳
の
年
號
は
な
い
が
他
の
帳
弥
の
年
號
か
ら
推
考
し
て
み
る
と
天
平
祁
謹
年
間
の
も
の

ら
し
い
。
即

目
錐
中
に

「
封
戸
出
畢
稻
第
十
こ
但
し
本
文
は
欠
文

「
品
官
符
岡
書
第
五
」
中
に
は

．
巻
、
献
当
入
封
戸
並
唯
川
聡
稻
一
在
内
印
一
巻
、
献
当
入
稻
應
川
畢
稻
一
在
内
印
」

’



以
二
大
同
元
年
一
於
二
山
陵
地
一
、
建
‐
二
立
伽
薩
一
號
二
八
嶋
寺
一
、
勅
施
‐
二
入
利
稻
三
千
率
、
從
二
大
和
國
一
下
行
云
交
」

と
見
え
て
ゐ
る
の
は
全
じ
系
統
に
馬
す
る
寺
院
川
畢
の
發
生
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
寺
院
維
持
の
爲
に
、
八
嶋

寺
の
場
合
に
は
更
に
其
の
上
に
崇
道
天
皇
の
螺
今
趙
慰
め
奉
る
と
い
ふ
意
味
も
加
は
２
Ｌ
ゐ
た
様
に
忠
は
れ
る
が
、
川
畢

稻
が
、
寄
與
せ
ら
れ
、
寺
院
叉
之
を
堂
け
入
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
等
の
場
合
は
何
れ
哨
寺
院
の
手
自

ら
、
出
畢
或
務
ぞ
鹿
理
し
た
か
否
か
は
不
明
で
、
剛
術
の
所
符
ら
し
く
恩
は
れ
る
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
次
の
岡
分

寺
の
場
合
と
同
じ
く
漸
次
剛
衙
の
手
を
離
れ
寺
務
僧
侶
の
手
で
取
扱
は
れ
る
に
至
っ
た
ら
う
こ
と
は
奔
易
に
推
考
し

得
、
又
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

今
見
來
た
っ
た
も
の
と
梢
趣
を
異
に
し
閏
家
特
に
地
方
財
政
上
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
因
分
寺
の
川
竪
稻

即
國
分
寺
料
稻
と
云
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
究
極
に
せ
ん
じ
つ
め
る
な
ら
ば
前
述
の
之
と
全
然
異
っ
た
所
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
前
春
が
、
一
時
的
發
願
に
發
し
て
純
粋
に
寺
院
維
持
の
た
め
に
施
與
さ
れ
た
の
に
對
し
、
後
粁
は
、
地

方
財
政
の
支
辨
を
公
川
班
に
赫
嫁
し
て
ゐ
ろ
所
に
、
地
方
制
度
の
一
種
と
し
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
所
に
莱
異
が

あ
る
の
で
あ
る
。
朋
岡
分
寺
維
持
の
魚
に
せ
ら
れ
た
の
は
、
直
接
に
は
地
方
經
斐
支
辨
の
必
要
か
ら
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。國

分
寺
の
設
定
を
兇
、
國
分
寺
條
例
と
も
見
る
べ
き
も
の
が
天
平
十
三
年
二
川
十
四
日
に
川
さ
れ
て
水
川
両
十
町
が

施
與
せ
ら
れ
て
以
後
三
年
、
天
平
十
六
年
七
胤
什
三
Ｈ
に
は
、
川
畢
稲
が
國
分
僻
尼
剛
寺
登
一
磁
束
の
旅
與
が
あ
っ
て

本
邦
佛
寺
の
商
測
晦
徴
利
認
容
の
根
捺
に
つ
い
て
二
九

よ
れ
ば

Ｂ
Ｄ
ｐ
１
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
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１
１

水
田
一
十
町
は
住
備
の
生
活
災
と
し
て
は
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
が
漸
次
完
成
し
て
行
く
國
分
寺
の
全
經
我
を
支
辨

す
る
に
は
、
此
だ
け
で
は
不
足
で
あ
っ
た
ら
う
と
恩
は
れ
、
之
に
は
出
畢
稻
の
施
入
が
妓
も
通
常
で
あ
っ
た
ら
う
と
老

へ
ら
れ
る
。
其
の
息
利
を
以
て
造
寺
川
に
供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
斐
途
は
寺
院
の
新
築
増
築
に
充
て
ら
る

べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
共
の
他
官
符
に
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
に
、
國
分
寺
先
經
造
畢
塔
金
堂
等
或
己
朽

損
將
ｖ
致
二
傾
落
一
、
如
ｙ
是
等
類
血
ド
以
二
造
寺
料
稻
一
且
加
伽
修
理
上
し
之
。
（
天
平
祁
謹
一
年
八
月
十
八
日
官
符
、
）
即
ち

塔
及
金
堂
の
修
理
愛
、
即
塔
分
と
し
て
川
ひ
ら
れ
を
り
、
此
の
官
府
は
祁
誕
景
雲
元
年
十
一
月
十
二
日
の
官
符
に
於
て

も
弧
調
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
哲
幽
史
大
系
本
類
聚
三
代
格
四
百
五
十
五
頁
）
次
に
此
等
の
經
理
は
寺
自
ら
の
み
で
や
る
の

で
は
な
く
、
即
國
師
交
替
の
時
其
の
解
由
に
開
す
る
天
平
脈
我
四
年
閏
三
月
八
日
の
太
政
官
符
（
恥
銅
華
頁
）
に
よ
る
に

素
締
雌
し
別
於
レ
政
価
同
、
自
今
以
後
新
哲
交
替
、
計
‐
二
會
費
財
一
同
知
二
損
益
一
。
然
後
與
二
國
司
｝
共
迭
二
帳
三
皿
、
一

通
榊
綱
、
一
通
三
綱
、
一
通
岡
司
。
望
請
頒
‐
二
下
諸
國
一
勅
価
以
申
逢
者
、
と
あ
っ
て
、
地
方
財
政
上
の
事
柄
で
あ
る
限

り
國
司
の
管
轄
は
常
然
で
あ
っ
た
。
天
平
費
字
八
年
十
一
月
十
一
日
の
官
符
で
は
、
諸
國
國
分
寺
中
所
二
造
成
一
物
、

ゐ
る
０

〔
類
聚
三
代
格
巻
第
十
四
〕

詔
、
四
畿
内
七
道
講
幽
。
図
別
荊
皇
取
正
税
四
寓
束
一
、
以
入
ニ
國
分
術
尼
剛
寺
各
二
禽
來
一
。
毎
ｙ
年
川
畢
以
二
共
息

利
一
永
支
二
造
寺
川
も
価
志
摩
叫
分
当
充
足
張
剛
一
・
壷
岐
砧
分
当
充
肥
前
剛
一
・
多
耐
對
馬
不
ｖ
在
二
此
限
一
。

利
一
永
支
二
造
寺
川
も
佃
志
嘩
岬

天
平
十
六
年
七
月
什
三
日

本
邦
佛
寺
の
高
利
庇
徴
利
認
奔
の
根
推
に
つ
い
て

○

1

1‘



喪
一
一
用
財
物
一
依
レ
涯
勘
録
、
毎
年
附
二
朝
集
使
一
申
上
。
と
命
じ
て
を
り
、
同
じ
く
「
今
聞
國
分
寺
封
田
等
物
或
國
、
曾
不
レ

充
レ
造
し
寺
、
亦
無
し
供
ご
養
僧
一
、
而
図
郡
司
等
非
ｙ
那
用
懇
。
或
剛
雌
し
有
ｙ
可
ｖ
用
楢
不
し
存
し
心
。
唯
收
二
藏
中
一
室
令
二

朽
損
一
自
し
今
己
後
不
ｖ
得
二
更
然
一
」
と
令
し
て
函
郡
司
が
地
方
政
財
上
に
阿
分
寺
我
に
つ
い
て
怠
慢
な
る
鋤
あ
る
を
指

摘
し
て
ゐ
る
所
か
ら
見
れ
ば
國
分
寺
經
我
に
淵
す
る
阿
司
の
樅
限
は
噸
ろ
弧
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
此
の
事

疫
は
諸
國
定
額
寺
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
定
額
寺
の
場
合
で
は
征
厩
十
七
年
正
月
升
三
日
の
官
符
に
よ
っ
て
登

財
帳
を
朝
集
使
に
附
す
る
こ
と
の
み
は
停
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
寺
院
純
理
我
支
辨
の
鱒
に
川
畢
の
息
利
が

國
家
に
よ
っ
て
施
與
せ
ら
れ
る
時
、
寺
院
と
し
て
は
之
に
追
随
し
、
國
家
と
し
て
は
其
の
可
否
に
つ
い
て
穿
鑿
し
以
て

教
理
に
其
の
根
擦
を
求
め
た
こ
と
は
未
だ
き
か
な
い
が
、
恐
そ
ら
く
支
那
の
寺
院
維
理
を
其
の
ま
ｋ
椣
倣
し
た
も
の
で

あ
ら
う
と
は
先
づ
老
へ
う
ろ
こ
と
で
あ
っ
て
、
其
の
こ
と
は
直
接
に
は
大
蛮
令
の
有
部
思
想
が
、
政
府
の
宗
教
政
策
と

し
て
霞
現
せ
ら
れ
た
影
響
に
よ
っ
て
、
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
此
の
岡
司
管
理
の
川
畢
稻
は
剛
司
樅
の
衰

退
と
共
に
変
へ
る
一
而
寺
院
の
自
力
管
理
の
私
川
艇
に
鍵
庇
し
て
行
っ
て
お
る
の
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
經
理
の
方
法

は
繼
承
模
倣
せ
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
る
。

次
に
我
糞
は
法
降
寺
伽
礁
総
記
流
起
謎
財
帳
に
、
法
降
寺
盗
財
帳
の
一
頭
目
と
し
て
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
て
何
寺
の
所

有
財
産
を
樅
成
し
て
ゐ
る
も
の
に

「
別
燈
分
垂
拾
玖
石
陸
斗
琴
升

「
常
熾
分
堂
仔
束

本
邦
佛
寺
の
高
利
岱
徴
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
二
二
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二
Ｉ

。
ｖ
件
出
學
一
。
特
祭
依
レ
例
勘
ｙ
之
併
綱
亦
加
恥
棯
校
上
。

灯
分
料
稻
の
施
入
は
未
だ
聞
か
な
い
が
迭
寺
析
稻
と
同
様
の
も
の
で
登
財
帳
の
常
雄
分
な
・
り
別
燈
分
な
り
を
指
す
も
の

で
、
之
が
、
國
司
の
監
察
を
離
れ
て
誹
師
三
細
の
、
専
任
管
掌
と
な
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
即
寺
院
自
ら

の
經
螢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
大
同
元
年
八
月
冊
七
日
の
育
府
に
よ
れ
ば
‐
此
の
灯
分
析
稲
の
利
川
は
寺
院
の
樋

越
等
の
川
に
な
さ
れ
、
又
鎧
物
等
も
従
借
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
。
即
「
加
レ
聞
椛
越
等
極
ご
仙
寺
田
一
、
不
納
二

租
米
一
、
或
斐
二
灯
分
稲
一
、
不
し
燃
一
夜
灯
一
。
或
熾
剴
川
錨
一
物
純
し
年
不
ｖ
遼
と
云
っ
て
ゐ
る
。
此
唯
に
云
ふ
「
灯
分
稻

を
災
し
」
は
矢
張
り
其
の
内
に
は
、
借
り
て
行
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
も
含
む
も
の
と
も
見
う
る
。
然
も
錐
物
の
朧
出
も
行

は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
。
価
し
之
は
息
利
し
た
も
の
か
否
か
の
明
記
は
な
い
か
時
代
が
既
に
下
っ
て
ゐ
る
か
ら
之
は

問
題
外
で
あ
る
。
既
に
し
て
此
の
雄
物
の
受
納
に
開
し
て
は
原
始
佛
教
の
諸
派
で
は
憎
む
所
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る

が
、
（
友
松
師
、
前
掲
蓋
三
四
瓦
）
右
部
に
至
っ
て
は
佛
、
法
、
俗
の
三
物
銭
の
厘
別
を
立
て
上
消
変
速
川
し
て
ゐ

本
邦
佛
寺
の
高
利
岱
徴
利
認
容
の
根
捺
に
つ
い
て
二
三

と
い
ふ
の
を
見
る
。
赴
等
は
寺
院
川
の
膝
火
災
川
と
し
て
の
項
目
で
あ
る
が
、
雌
火
を
特
に
亜
ん
ず
る
有
部
思
想
の
形

勢
と
見
て
よ
い
が
之
等
は
年
と
共
に
一
定
の
財
源
か
ら
供
給
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
一
麺
の
基
金
と
な
っ
て
存
在

し
、
夫
自
ら
自
朏
を
維
持
す
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
之
が
鱒
に
は
之
を
基
金
と
し
て
，
川
染
が
緋
ま
れ
る
の

で
あ
る
。
大
同
三
年
七
月
四
日
の
宵
符
（
輌
栩
蟠
頁
）
に
よ
る
と
，

諸
岡
定
額
寺
灯
分
稻
可
レ
使
レ
菰
二
誰
帥
三
綱
一
夏

○
Ｏ
Ｏ

右
被
二
右
大
臣
（
確
内
春
一
一
僻
、
奉
ｖ
勅
阿
内
嚥
務
鯛
レ
事
繁
多
。
五
鉦
〈
灯
分
料
稻
停
膨
玖
一
國
司
｝
。
“
使
命
誌
師
三
細
依

ｌ



る
の
で
あ
っ
て
、
我
が
大
安
寺
伽
藍
縁
起
養
財
帳
も
叉
鐘
に
開
し
て
は
佛
、
法
、
倫
分
其
の
他
各
部
分
雄
を
認
め
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
特
に
法
物
雄
を
立
て
Ｌ
經
典
川
版
に
努
力
し
た
根
本
説
一
切
有
部
の
財
政
思
想
は
聴
經
を
妓
も
要
求
し

た
我
初
期
佛
教
の
受
け
つ
い
だ
所
で
あ
っ
て
、
克
維
変
及
之
の
篤
經
生
へ
の
利
息
附
一
時
貸
（
立
替
の
意
味
を
以
て
、
）

は
韮
だ
盛
ん
な
の
が
あ
っ
た
。
練
修
束
大
寺
正
倉
院
文
書
に
幾
多
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
鰯
經
生
等
の
問
利
礎
借
文
書
は
か

上
る
意
味
か
ら
槻
ら
る
べ
き
も
の
と
恩
ふ
。

以
上
要
す
る
に
遥
寺
願
主
の
施
與
に
よ
り
、
又
國
家
地
方
財
政
維
持
の
必
要
か
ら
し
て
、
常
時
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た

出
畢
利
稻
の
施
與
，
蓮
川
が
寺
院
に
適
川
せ
ら
れ
、
即
、
登
本
と
し
て
、
叉
孵
來
之
ぞ
通
用
す
る
椛
利
と
其
の
果
従
た

る
武
付
費
本
の
回
收
及
收
納
利
息
を
も
共
に
附
與
し
て
寺
院
に
與
へ
ら
れ
た
も
の
が
、
途
に
寺
院
の
所
有
と
な
り
専
任

管
掌
と
な
っ
て
寺
院
の
息
利
出
學
と
な
っ
て
發
展
し
來
た
っ
た
も
の
が
主
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
寺
院
と
し
て
は
之
を

岡
家
制
度
と
し
て
許
容
し
、
叉
辿
随
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
然
し
共
の
内
部
的
反
行
に
於
て
、
有
部
の
影
響
な
く
、

支
那
諸
寺
の
棋
倣
が
な
か
っ
た
な
ら
其
の
結
果
の
事
従
は
如
何
に
現
は
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
Ｏ
而
も
支
那
諾
寺
院
も

矢
張
り
友
松
師
の
説
に
よ
れ
ば
右
部
の
思
想
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
日
本
の
初
期
佛
教
が
川
畢
制

を
認
容
せ
ん
爲
に
有
部
に
走
っ
た
と
老
へ
ら
れ
な
い
。
矢
張
り
支
那
体
米
の
祢
部
旭
想
を
佛
識
信
仰
の
根
本
に
於
て
取

り
入
れ
且
そ
の
ま
上
發
展
せ
し
め
、
川
畢
利
息
の
制
度
に
つ
い
て
も
打
部
思
想
の
許
容
す
る
範
団
に
於
て
之
を
自
家
に

有
益
に
用
ひ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
凡
日
本
佛
教
が
脚
家
鎭
謹
と
共
に
發
逹
し
た
も
の
な
る
こ
と
を
思
へ

ぼ
息
利
認
容
に
つ
い
て
も
剛
家
制
度
へ
の
追
随
も
肯
定
し
得
ら
れ
る
と
忠
ふ
。

本
邦
伽
寺
の
商
利
岱
徴
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
一
二
三
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１

以
上
私
は
佛
教
諸
派
に
於
て
化
地
部
、
分
別
説
部
、
法
謹
部
は
、
佛
物
僻
物
共
に
川
息
徴
利
を
禁
じ
、
迦
葉
唯
部
は

佛
物
に
つ
い
て
は
蕊
じ
て
ゐ
る
が
、
常
住
价
物
は
之
を
許
し
説
一
切
有
部
及
根
本
説
有
部
及
大
衆
部
は
佛
物
無
誰
、
塔

物
無
飛
と
し
て
出
息
徴
利
を
許
容
し
、
价
侶
の
仙
人
的
川
心
商
行
鱒
は
之
を
禁
じ
て
ゐ
た
、
然
し
之
は
、
微
温
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
經
律
に
根
擴
を
世
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
老
維
祁
に
遡
っ
て
見
來
つ
た
。
然
し
て
其
の
内
の

有
部
思
想
が
支
那
に
輸
入
せ
ら
れ
、
更
に
我
初
期
佛
教
は
支
那
佛
教
の
模
倣
で
あ
り
、
Ⅲ
財
物
微
利
の
思
想
は
有
部
思

想
ぞ
受
け
た
た
め
許
容
の
態
度
に
川
た
こ
と
を
見
た
。
然
し
之
を
更
に
川
畢
微
利
の
問
題
に
極
限
し
て
見
來
た
っ
た
結

果
、
其
の
許
容
に
出
で
た
態
度
の
根
本
は
有
部
特
に
根
木
諭
一
切
有
部
の
思
想
の
影
響
に
よ
る
こ
と
を
養
財
帳
を
通
じ

て
見
た
の
で
あ
っ
た
。
加
之
、
我
邦
佛
教
諸
寺
院
の
川
畢
發
生
の
沿
原
を
見
れ
ば
、
即
設
定
の
過
程
を
見
れ
ば
、
主
と

し
て
勅
に
よ
る
か
、
或
は
、
大
政
宵
府
に
よ
る
か
で
あ
っ
て
、
即
天
皇
或
は
皇
子
皇
族
の
施
與
と
、
太
政
官
が
剛
家
財

政
特
に
地
方
財
政
上
の
必
要
か
ら
、
寺
院
に
川
梁
稲
を
設
定
し
て
・
公
出
畢
と
し
て
，
岡
衙
を
し
て
管
理
せ
し
め
た
所
に

あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
之
を
敢
て
な
し
た
理
山
は
財
政
経
理
の
槻
鮎
か
ら
寺
院
に
對
し
て
も
事
務
的
虚
迎
を
以

て
な
し
た
こ
と
に
簸
大
の
理
山
を
認
め
る
と
共
に
、
政
府
の
態
度
を
決
定
せ
し
め
た
佛
教
思
想
と
し
て
は
大
喪
令
の
解

樺
に
基
い
て
有
部
的
思
想
が
、
宗
教
政
策
と
し
て
淀
現
し
た
こ
と
に
も
重
大
な
理
由
の
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
然
し

之
に
對
し
て
寺
院
そ
の
も
の
が
自
己
の
信
仰
思
想
に
反
す
る
と
し
て
、
拒
避
し
た
な
ら
ば
之
も
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ

本
邦
佛
寺
の
高
利
岱
徴
利
認
容
の
根
擴
に
つ
い
て

五

四

。
，
■
即
■
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容
の
思
想
を
持
っ
て
ゐ
た
鱒
に
、
國
家
の
施
與
を
う
け
い
れ
、
制
度
と
し
て
認
容
し
、
且
時
日
の
經
過
と
共
に
漸
次
國

衙
の
手
か
ら
寺
院
の
手
に
弓
っ
て
寺
院
の
經
掛
と
な
っ
て
し
ま
ひ
、
遂
に
中
価
見
る
が
如
き
、
佛
物
、
塔
物
の
高
利
鍵

盛
行
を
見
る
に
至
っ
た
。
此
塵
に
結
論
を
結
ん
だ
私
は
、
其
の
三
我
物
就
中
、
佛
物
、
法
物
の
出
畢
徴
利
認
容
か
中
仙

に
引
き
來
た
っ
た
傳
統
を
、
中
祇
高
利
貸
と
し
て
川
ひ
ら
れ
た
諸
寺
院
の
特
別
妥
金
に
つ
い
て
、
共
の
名
目
を
辿
っ
て

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
の
爲
に
平
安
佛
教
の
基
調
と
な
る
延
瞬
寺
禁
制
式
天
蕊
瞳
標
に
つ
い
て
見
る
こ
と
か
ら
出

發
し
よ
る
。

（
滋
変
縣
史
第
五
巻
鉦
延
暦
寺
禁
制
式
天
塞
霞
標
）

凡
有
し
生
必
死
、
誰
免
レ
此
者
、
頃
年
山
家
佛
子
等
或
經
二
句
月
一
而
病
死
、
或
無
二
遺
言
一
、
頓
没
或
有
二
登
共
一
無
二

弟
子
》
、
或
無
二
附
物
一
、
有
二
弟
子
↓
、
向
今
以
後
長
逝
、
同
法
知
事
相
助
、
随
し
分
葬
狸
、
若
布
二
礎
物
一
、
依
二

●
●
●
●
●
●
●
●

の
●
●

南
海
傳
一
、
可
判
二
應
分
一
、
先
報
二
負
し
佛
価
費
一
、
次
宛
二
宥
病
者
一
、
然
後
可
ｖ
有
二
財
物
登
共
一
、
街
三
均
分
、
．

●
●

●
●

●
●

●
●

上
二
於
三
喪
一
、
其
佛
分
、
川
ｙ
迭
二
佛
堂
塔
殿
》
、
其
法
分
、
用
ｖ
遥
二
經
典
法
門
》
、
其
惟
分
、
弧
荊
料
物
、
有
二

經
典
章
疏
一
、
営
下
納
二
維
誠
一
宛
中
仰
法
料
上
、
若
布
二
屋
淋
之
知
一
、
宛
二
住
持
分
｝
、
唯
除
二
通
言
己
記
詑
｜
露
十
一

條
・

天
長
元
年
五
月
什
三
日

上
座
价
仁
忠

付
位
体
法
大
法
師
位
義
眞

本
邦
佛
寺
の
高
利
庇
徴
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
二
一
五

ら
う
が
、
初
期
佛
教
が
剛
家
銀
謹
の
も
の
で
あ
り
、
國
家
の
力
に
よ
っ
て
繁
榮
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
有
部
的
川
思
認

卓
Ｇ
Ｉ



－
１

料
、
修
迎
料
乃
至
は
灯
分
稻
の
傅
統
は
如
何
な
る
名
目
と
な
っ
て
中
批
に
は
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
、
先
づ
關
係
史
料
を

太
邦
備
寺
の
商
利
露
徴
測
認
容
の
梱
擴
に
つ
い
て
二
一
六

此
の
式
に
何
ひ
得
る
亜
要
な
鮎
は
、
寺
院
川
息
認
奔
の
消
極
的
一
面
の
根
擦
と
し
て
恢
務
返
濟
の
蚕
務
を
強
調
し
、

之
が
同
時
に
肺
禽
一
般
の
恩
利
認
容
と
な
り
、
叉
進
ん
で
寺
院
の
川
畢
を
認
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た

が
、
之
が
、
根
底
は
、
佛
に
負
ふ
依
誰
を
果
す
と
い
ふ
佛
識
徒
と
し
て
の
鋪
一
義
に
韮
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
之
の
思
想
が
平
安
時
代
に
も
つ
よ
く
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
節
二
に
亜
要
な
鮎

は
、
此
の
埜
制
式
は
三
戎
思
想
で
あ
っ
て
、
寺
院
所
打
財
及
財
政
の
基
本
希
三
均
分
主
義
に
世
い
て
ゐ
て
、
之
に
對
す

る
説
明
か
ら
見
る
と
全
く
大
喪
令
の
朱
論
と
川
じ
で
あ
り
、
即
更
に
遡
れ
ば
根
本
説
一
切
打
部
の
恕
想
の
傅
統
海
曳
い

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
延
暦
寺
勢
力
の
一
般
性
を
老
へ
る
時
此
の
禁
制
の
影
響
も
充
分
考
へ
う
る
の
で
あ
る
。

更
に
今
一
つ
東
大
寺
の
例
と
し
て
束
大
寺
要
鋒
雀
六
（
絨
為
群
蒋
類
從
）
に
よ
れ
ば

一
、
誉
迭
修
理
塔
寺
精
舍
分
．
一
、
供
養
三
戎
並
常
住
備
分
一
、
定
官
修
行
諸
佛
事
分

と
い
ふ
三
分
主
義
で
あ
っ
て
、
貝
常
住
僻
分
を
設
世
し
て
ゐ
る
迦
葉
惟
部
沢
の
思
想
を
礎
し
て
ゐ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、

共
に
有
部
的
で
あ
る
と
共
に
迦
葉
惟
部
派
的
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
川
畢
徴
利
は
認
容
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

鋪
三
に
注
目
す
べ
き
は
佃
の
迩
雁
虎
分
に
附
し
て
南
海
体
即
庶
の
義
淨
の
南
海
寄
朏
僻
に
よ
る
べ
き
事
を
規
定
し
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
之
又
財
物
に
棚
す
る
思
想
を
規
定
し
た
こ
と
大
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
此
は
唯
指
術
し
て
お
く

に
閉
め
る
０

次
に
名
目
上
に
出
息
微
利
せ
ら
れ
た
姿
本
の
引
き
來
た
れ
る
傳
統
を
見
よ
う
。
即
無
誰
な
る
べ
き
、
佛
物
、
遥
誉

1

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
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■
■
■
■
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I

本
邦
佛
寺
の
商
利
歯
徴
利
認
容
の
根
推
に
つ
い
て
二
一
八

以
上
七
通
の
丈
替
は
中
仙
寺
院
棚
係
貸
階
文
書
中
の
一
部
及
そ
の
他
で
あ
る
が
，
仰
と
㈲
に
「
佛
物
川
染
」
「
佛
物

用
途
」
と
い
ふ
名
目
で
川
學
微
利
を
行
っ
て
ゐ
る
の
は
明
か
に
有
部
の
思
想
を
傅
統
し
た
も
の
で
あ
り
叉
我
剛
初
期
佛

敦
の
登
財
帳
の
論
定
川
畢
と
し
て
施
與
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
功
徳
・
分
銭
と
し
て
寺
院
財
政
の
一
部
を
な
し
、
初
は
剛
司

に
よ
っ
て
後
寺
院
三
細
の
専
務
杵
堆
と
な
っ
て
川
畢
せ
ら
れ
た
も
の
Ｌ
傅
統
を
引
く
も
の
で
あ
っ
て
、
明
か
に
Ｈ
本
に

於
け
る
大
乗
右
部
の
思
想
の
明
確
な
る
發
展
で
あ
る
。
既
に
「
佛
物
」
の
微
利
許
さ
れ
、
叉
「
寺
物
」
の
微
利
許
さ
れ

て
、
中
仙
に
於
け
る
商
利
礎
維
濟
に
於
け
る
特
殊
の
地
位
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
次
に
側
の
「
迭
繩
料
足
」

が
、
高
利
貸
費
本
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
剛
分
寺
迭
寺
析
稻
が
出
畢
微
利
せ
ら
れ
た
る
傳
統
を
引
き
、
叉
造
寺
新
稻
を

以
て
剛
分
寺
金
堂
塔
等
の
修
那
我
に
充
て
ら
れ
之
か
肌
畢
せ
ら
れ
た
る
徳
統
は
側
及
側
に
於
て
之
を
見
る
こ
と
が
出

來
、
「
修
造
料
足
、
」
及
「
修
理
米
」
叉
中
仙
商
利
岱
登
本
の
名
目
を
な
し
て
微
利
迩
川
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
、

同
の
「
御
燈
油
米
」
借
は
之
又
明
か
に
餐
財
帳
に
於
て
「
常
熾
分
」
と
し
て
猫
立
し
た
究
目
は
、
大
同
年
間
の
官
符
に

見
る
如
く
寺
院
内
の
特
別
禽
計
と
な
っ
て
、
之
自
冊
一
種
の
韮
金
と
し
て
出
班
せ
ら
れ
た
傳
統
と
見
る
べ
く
、
中
恢
に

於
て
碓
然
た
る
名
月
を
高
利
礎
經
濟
界
に
發
展
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
例
は
中
仙
の
貸
倍
文
諜
に
幾
多
求

め
る
こ
と
が
出
来
・
叉
同
様
の
性
侭
で
は
あ
る
が
名
目
を
異
に
す
る
幾
多
の
も
の
が
發
生
し
て
ゐ
る
こ
と
も
、
佛
物
無

誰
財
息
利
袋
出
の
許
容
に
基
い
て
發
展
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
（
此
等
の
中
批
愛
借
交
番
及
之
等
の
名
目
を

有
す
る
姿
本
の
貸
借
か
中
仙
高
利
貸
經
濟
上
に
占
め
る
特
殊
な
地
位
に
つ
い
て
は
、
史
淵
第
三
靴
拙
稿
「
中
枇
に
於
け

る
祗
寺
金
融
の
特
別
低
利
率
に
つ
い
て
」
に
於
て
鯛
れ
て
お
い
た
蔽
り
で
あ
る
。
）
例
の
佛
聖
熾
汕
の
要
脚
が
沌
山
の

ｂ
ｌ
Ｐ
ｌ
陣

’



餐
糧
と
云
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
愈
堂
興
味
深
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
灯
火
、
鮎
火
の
順
序
に
注
同
を
向
け
る
大
衆
部
的
思
想

を
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
尚
延
暦
寺
の
滿
山
の
養
料
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
の
具
慨
的
事
麓
は
史
料
の
欠
如
に

よ
っ
て
附
明
し
得
な
い
が
、
束
大
寺
の
一
例
を
と
っ
て
見
れ
ば
、
束
大
寺
汕
倉
の
束
大
寺
維
濟
上
占
め
る
雅
要
な
地
位

を
見
れ
ば
分
る
。
術
之
に
つ
い
て
の
詳
細
は
他
日
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
概
略
を
集
め
得
た
史
料
に
よ
っ
て
伺
っ

て
見
よ
う
。
既
に
洲
世
音
寺
養
財
帳
に
「
右
減
在
二
束
大
寺
汕
賊
一
」
と
兇
へ
元
亭
二
年
（
束
大
寺
交
替
節
二
號
六
川
收
）

に
は
大
野
庄
内
の
一
部
の
田
地
畠
地
か
↓
礎
收
し
て
ゐ
る
記
錐
が
あ
り
寛
正
年
に
は
（
東
大
寺
文
諜
第
二
）
大
部
雌
の
反

鍵
徴
收
の
請
負
を
や
っ
て
を
り
其
の
他
蒲
御
脚
東
方
の
年
貢
も
徴
收
請
負
を
や
っ
て
を
ｈ
簸
大
の
收
益
を
雌
得
し
た
と

恩
は
れ
る
も
の
に
束
大
寺
八
幡
海
仙
拙
潅
叫
兵
脈
肺
升
米
並
世
石
代
打
職
の
請
負
を
や
っ
て
を
る
こ
と
で
あ
る
。
（
祁

戸
市
史
誉
料
編
第
一
、
一
充
八
瓦
代
行
職
諦
文
）
「
・
…
：
於
彼
關
所
者
、
汕
倉
講
巾
雌
・
…
女
安
元
年
稗
十
一
月
十

五
日
汕
倉
玉
叡
」
と
あ
り
其
の
他
数
多
の
之
に
州
す
る
交
神
を
見
得
る
。
而
し
て
此
の
汕
倉
は
碇
川
を
も
行
っ
て
ゐ
る

と
が
大
橘
文
書
（
大
ｎ
本
史
料
節
六
細
之
鋪
七
、
九
九
三
瓦
）
に

「
注
進
河
上
二
名
三
斗
米
納
下
事
脾
唯
川
年
群
分

合
十
二
石
一
斗
三
合
三
勺
軒

（
中
略
）

一
石
二
斗
汕
介
俗
物
川
之
了

（
中
略
）

本
邦
佛
寺
の
耐
利
症
微
利
認
容
の
根
振
に
つ
い
て
一
二
九

１
７
１

」



’

１

本
邦
佛
寺
の
芯
利
岱
徴
利
認
芥
の
根
推
に
つ
い
て
一
三
○

藤
永
元
年
六
月
粉
一
日
二
名
俊
蝿
」

即
俊
兇
が
汕
倉
よ
り
借
り
て
ゐ
た
米
に
一
石
二
斗
返
濟
支
出
し
た
こ
と
を
年
寅
結
解
状
に
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
一

石
二
斗
の
内
に
は
利
分
も
含
く
ま
れ
て
ゐ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
術
田
中
敷
忠
文
評
に
も
一
例
が
あ
る
。
此
の
汕

倉
は
東
大
寺
戒
鯛
院
附
脇
の
汕
倉
で
あ
っ
て
、
熾
汕
保
管
川
で
あ
っ
て
、
此
が
炎
川
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
、
此
の
術
熾

分
貸
出
の
認
容
に
基
い
た
も
の
と
忠
は
れ
、
其
の
會
計
が
澗
立
し
て
、
途
に
兵
床
開
料
八
百
世
の
諦
負
を
な
す
に
至

り
、
束
大
寺
財
政
上
重
要
な
地
位
を
持
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
以
上
中
枇
に
於
け
る
寺
院
高
利
雛
は
、

か
上
る
意
義
を
以
て
上
代
の
之
を
傳
統
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。
西
賦
耽
御
に
於
て
キ
リ
ス
ト
教
理
が
，
俗
称
決
議
と

な
っ
て
、
微
利
禁
止
に
傾
い
た
の
と
正
反
對
の
価
向
を
辿
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
中
枇
術
侶
の
私
有
財
の
擬
出
が

常
住
价
物
貸
出
に
（
迦
葉
惟
部
思
想
）
根
擦
を
世
い
た
か
、
或
は
、
形
の
み
の
併
佃
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
ゐ
て

佛
教
上
か
ら
云
へ
ぱ
堕
落
即
仙
僻
化
で
あ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
後
日
に
礎
ろ
問
題
で
あ
り
、
土
倉
法
師
の

發
生
と
結
び
つ
け
て
老
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
尚
又
佛
物
鋳
出
は
我
邦
中
枇
肚
愈
に
於
て
は
祁
物
貸
出
と
机
並
ん
で
亜

要
な
意
義
を
持
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
中
仙
經
濟
史
の
問
題
と
し
て
後
日
に
誰
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ｌ
了
Ｉ

一
ｆ
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